丹波篠山市ワクワク農村創生補助金交付要綱
令和５年６月８日
要綱第５２号
（趣旨）
第１条　この要綱は、それぞれの自治会において、丹波篠山に住む幸せを実感できるようなワクワクする農村の実現を図る事業に対し、丹波篠山市ワクワク農村創生補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、丹波篠山市補助金等交付規則（平成１７年篠山市規則第２５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象団体）
第２条　補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1)　自治会
(2)　その他市長が認める団体
２　補助金の申請対象事業について、他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、この補助金の交付対象とならない。
（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、ワクワクする農村の実現を図る事業とする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象としない。
(1)　補助対象団体の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業
(2)　政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
(3)　その他反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業
(4)　単なる備品購入、施設整備で完結する事業
(5)　その他市長が不適当と認める事業
（補助対象経費）
第４条　補助金の対象とする経費は、別表に定める種類の経費から次に掲げる経費を除いたものとする。
(1)　事業実施主体の運営に係る経常的経費
(2)　事務管理備品
(3)　工事を伴う施設整備等の経費
(4)　自治会の構成員に対する手当
(5)　その他市長が助成することが適当でないと認める経費
（補助金の額等）
第５条　補助金の額は、１０万円を上限とする。
２　補助金の交付は、１団体当たり１回に限るものとする。
（補助金の交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者は、丹波篠山市ワクワク農村創生補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　事業計画書（様式第２号）
(2)　収支予算書（様式第３号）
（3） その他市長が必要と認めるもの
（補助事業の実績報告）
第７条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに丹波篠山市ワクワク農村創生補助金実績報告書（様式第４号）に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　事業報告書（様式第５号）
(2)　収支決算書（様式第６号）
（3） その他市長が必要と認めるもの
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和５年７月１日から施行する。
　（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

別表（第４条関係）
	項目
	内容

	報酬
	協力者、外部講師等の謝礼

	旅費
	協力者、外部講師等の交通費、宿泊費等

	需用費
	消耗品費、燃料費、印刷費、食糧費等（食糧費は、補助対象事業に必要とされるものに限る。）

	役務費
	広告料、手数料、通信運搬費、保険料等

	使用料及び賃借料
	使用料、機器の借上料等

	備品購入費
	取得価格が１万円以上のもの

	その他
	市長が適当と認める経費
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